
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

な
ど
を
原
因
と
し
た
、
人
権
問
題

の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
条
例

が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

患
者
が
確
認
さ
れ
て
以
来
、
感
染

症
へ
の
恐
怖
心
や
不
安
感
か
ら
、

全
国
的
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が

発
生
し
て
き
ま
し
た
。

　
そ
の
中
に
は
、
感
染
症
患
者
な

ど
へ
の
誹ひ

ぼ
う謗
中
傷
な
ど
、
人
権
を

侵
害
す
る
深
刻
な
事
例
も
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
条
例
は
そ
の
よ
う
な

問
題
が
市
で
発
生
し
な
い
よ
う
、

市
、
市
民
、
事
業
者
そ
れ
ぞ
れ
で

実
行
す
る
こ
と
、
配
慮
す
る
こ
と

を
定
め
て
い
ま
す
。

　
困
っ
て
い
る
人
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー（
健
康
づ
く
り
課
内
）

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
健
康
づ
く
り
課（
☎

㉒
１
２
１
１
）

す
る「
防
災
ふ
じ
お
か
Ｖ
ｏ
ｉ
ｃ

ｅ
」の
受
け
付
け
を
開
始
し
ま
す
。

対
象　
市
内
の
洪
水
浸
水
想
定
区

域
、
土
砂
災
害（
特
別
）警
戒
区
域

（
藤
岡
市
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
18
〜

55
ペ
ー
ジ
で
着
色
さ
れ
て
い
る
区

域
）に
居
住
す
る
人
で
自
宅
に
固

定
電
話
を
設
置
し
て
い
て
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
▽
世
帯

内
で
携
帯
電
話
な
ど
を
所
有
す
る

人
が
１
人
も
い
な
い
▽
携
帯
電
話

な
ど
の
機
種
が
古
く
、
緊
急
速
報

メ
ー
ル
な
ど
が
受
信
で
き
な
い

伝
達
す
る
情
報
　
▽
自
主
避
難
所

　
携
帯
電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

環
境
が
な
い
た
め
、
市
か
ら
の
避

難
情
報
な
ど
の
災
害
に
関
す
る
情

報
を
受
け
取
れ
な
い
人
向
け
に
、

固
定
電
話
の
音
声
で
情
報
を
発
信

の
開
設
▽
警
戒
レ
ベ
ル
３
＝
避
難

準
備
・
高
齢
者
等
避
難
開
始
▽
警

戒
レ
ベ
ル
４
＝
避
難
指
示（
緊
急
）

▽
警
戒
レ
ベ
ル
５
＝
災
害
発
生
情
報

　
※
災
害
の
状
況
に
よ
っ
て
は
深

夜
で
も
電
話
が
掛
か
り
ま
す
。
ま

た
、
登
録
者
全
員
に
一
斉
配
信
し

ま
す
の
で
、
居
住
す
る
地
区
以
外

の
情
報
も
配
信
さ
れ
ま
す

　
※
災
害
時
に
は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ

オ
な
ど
、
複
数
の
手
段
に
よ
る
情

報
収
集
を
お
願
い
し
ま
す

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
地
域

安
全
課（
☎
㉒
７
４
４
４
）

　市では、行政手続きの簡素化による市民サービスの向上を図るため、押印の省略に向けた見直しを進めています。
　現在、市民や事業者の方が手続きをする際に押印を求めている申請書や届出書は約2,500種類ありますが、令和３年
１月１日から段階的に減らしていきます。

押印を省略すると手続きはどうなるの？
　署名（本人が自分の氏名を手書き）する場合は、押印（印鑑を押すこと）が不要になります。

市役所へはもう印鑑を持って行かなくていいの？
　今回の見直しで押印を省略した申請書などは、全体の一部である約600種類（既
に省略済のものを含む）なので、手続きの内容によっては印鑑が必要となります。
　※押印を省略できる申請書などの一覧はホームページで確認できます

氏
名

氏
名

署名する場合 署名しない場合

藤岡 太郎   印 藤岡　太郎　印印

×

【押印の省略例】
住民票等交付請求書
戸籍等交付請求書
税関係証明書等交付申請書
学校給食申込書

所得税の確定申告・
市県民税の申告

　各申告会場では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日配布の整理券による事前予約制（７
ページを参照）や 1人分の申告終了ごとのテーブル除菌など感染症対策を行います。
　例年、申告期間の前半・週の初め・午前中は申告会場の混雑が予想されます。申告会場に行かなくて
もパソコンやスマートフォンなどから、24時間いつでも申告できるホームページもありますので活用
してください。

所得税の確定申告　藤岡税務署（☎㉒ 0971）所得税の確定申告　藤岡税務署（☎㉒ 0971）
市県民税の申告　税務課（☎40 2231）市県民税の申告　税務課（☎40 2231）

申告受付期間　２月 16日㈫～３月 15日㈪（土・日曜日、祝日を除く）

24 時間いつでも自宅で申告できます
　パソコン・タブレット・スマートフォンから申告書を作成でき、３つの
ステップで申告が完了します。

送信するには以下のどちらかの方式で行います。
①マイナンバーカード方式
　　マイナンバーカード、マイナンバーカード対応のスマートフォンなどが必要です
② ID・パスワード方式
　　顔写真付きの身分証明書を持って税務署で作成します
　※以上の方式が取れない場合は、STEP３で印刷をして郵送で提出できます

①原則申告者 1人で来てください
②体調不良のときは来庁しないでください
③マスクを着用してください
④収支内訳書や医療費控除の明細書を事前に作成してきてください
　※資料を作成していない場合、時間を指定しているため申告ができない
　ことがあります

国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」
にアクセスする

申告書の作成を行う

作成した申告書を送信する

今年は整理券が
必要です！

来庁時のお願い

自宅からでも
できます！ 市役所での手続きの押印を一部省略します 問い合わせ　問い合わせ　企画課（☎402424）企画課（☎402424）

　
災
害
時
に
固
定
電
話
へ
の
避
難
情
報
を
発
信
し
ま
す

　
感
染
症
患
者
の
人
権
を
守
り
ま
し
ょ
う

押印は必要
ありません

×
押印が必要です

問い合わせ問い合わせ
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